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議
案
第
３
８
号

　
　
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律

第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
11
年
鳥
取
県
条
例
第
37
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
及
び
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
31
年
法
律
第
16
2号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
24
条
の
２
第

１
項
及
び
第
55
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
県
教
育
委
員
会
（
以

下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
権
限
及
び
事
務
処
理
の
特
例
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
特
例
）

第
２
条
　
法
第
24
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
教
育
に
関
す
る
事
務

は
、
知
事
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
。

（
事
務
処
理
の
特
例
）

第
３
条
　
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
市
町
村
が

処
理
す
る
。

　
　
　
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す

る
条
例

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
31
年
法
律
第
16
2号
）
第
55
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取

県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
権
限
に
属
す
る

事
務
の
一
部
を
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
）

第
２
条
　
次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
市
町
村
が
処
理
す
る
。

議
案
第
３
８
号

　
　
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律

第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
鳥
取
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
11
年
鳥
取
県
条
例
第
37
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
鳥
取
県
行
政
組
織
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
行
政
組
織
条
例
（
平
成
６
年
鳥
取
県
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
設
置
）

第
２
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
15
8条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
同
項

後
段
に
規
定
す
る
知
事
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
と
し
て
、
次
の
部
局
を

置
く
。

　
未
来
づ
く
り
推
進
局

　
危
機
管
理
局

　
総
務
部

　
地
域
振
興
部

　
文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
局

　
福
祉
保
健
部

（
設
置
）

第
２
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
15
8条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
同
項

後
段
に
規
定
す
る
知
事
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
と
し
て
、
次
の
部
局
を

置
く
。

　
未
来
づ
く
り
推
進
局

　
危
機
管
理
局

　
総
務
部

　
地
域
振
興
部

　
文
化
観
光
局

　
福
祉
保
健
部

　
(１
)～
(４
)　
略

　
(１
)～
(４
)　
略
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生
活
環
境
部

　
商
工
労
働
部

　
農
林
水
産
部

　
県
土
整
備
部

（
総
務
部
の
所
掌
事
務
）

第
５
条
　
総
務
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(1
1)
　
略

　
(1
2)
　
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項

　
(1
3)
　
略

（
地
域
振
興
部
の
所
掌
事
務
）

第
６
条
　
地
域
振
興
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(３
)　
略

　
(４
)　
略

　
(５
)　
略

　
(６
)　
略

　
生
活
環
境
部

　
商
工
労
働
部

　
農
林
水
産
部

　
県
土
整
備
部

（
総
務
部
の
所
掌
事
務
）

第
５
条
　
総
務
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(1
1)
　
略

　
(1
2)
　
建
設
事
業
の
評
価
に
関
す
る
事
項

　
(1
3)
　
略

（
地
域
振
興
部
の
所
掌
事
務
）

第
６
条
　
地
域
振
興
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(３
)　
略

　
(４
)　
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項

　
(５
)　
略

　
(６
)　
略

　
(７
)　
略

（
鳥
取
県
行
政
組
織
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
行
政
組
織
条
例
（
平
成
６
年
鳥
取
県
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
設
置
）

第
２
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
15
8条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
同
項

後
段
に
規
定
す
る
知
事
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
と
し
て
、
次
の
部
局
を

置
く
。

　
未
来
づ
く
り
推
進
局

　
危
機
管
理
局

　
総
務
部

　
地
域
振
興
部

　
文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
局

　
福
祉
保
健
部

（
設
置
）

第
２
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
15
8条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
同
項

後
段
に
規
定
す
る
知
事
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
と
し
て
、
次
の
部
局
を

置
く
。

　
未
来
づ
く
り
推
進
局

　
危
機
管
理
局

　
総
務
部

　
地
域
振
興
部

　
文
化
観
光
局

　
福
祉
保
健
部

　
(１
)～
(４
)　
略

　
(１
)～
(４
)　
略
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（
文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
局
の
所
掌
事
務
）

第
７
条
　
文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
局
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
事
項
（
学
校
に
お
け
る
体
育
に
関
す
る
事
項

を
除
く
。
）

（
生
活
環
境
部
の
所
掌
事
務
）

第
９
条
　
生
活
環
境
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(７
)　
略

　
(８
)　
建
築
に
関
す
る
事
項

　
(９
)～
(1
4)
　
略

（
県
土
整
備
部
の
所
掌
事
務
）

第
12
条
　
県
土
整
備
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)
・
(２
)　
略

　
(３
)　
都
市
計
画
に
関
す
る
事
項

　
(４
)　
略

　
(５
)　
略

　
(６
)　
略

（
文
化
観
光
局
の
所
掌
事
務
）

第
７
条
　
文
化
観
光
局
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(３
)　
略

（
生
活
環
境
部
の
所
掌
事
務
）

第
９
条
　
生
活
環
境
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(７
)　
略

　
(８
)　
都
市
計
画
及
び
建
築
に
関
す
る
事
項

　
(９
)～
(1
4)
　
略

（
県
土
整
備
部
の
所
掌
事
務
）

第
12
条
　
県
土
整
備
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)
・
(２
)　
略

　
(３
)　
略

　
(４
)　
略

　
(５
)　
略
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（
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
３
条
　
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
39
年
鳥
取
県
条
例
第
24
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
 次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
部
局
以
外
の
組
織
及
び
分
掌
事
務
）

第
1
5
条
　
第
２
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
事
務
に
関
す
る
事
項
、

建
設
事
業
の
評
価
に
関
す
る
事
項
及
び
庶
務
の
集
中
処
理
に
関
す
る
事
項

を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
会
計
管
理
者
を
部
局
の
外
に
置
く
。

２
～
４
　
略

（
部
局
以
外
の
組
織
及
び
分
掌
事
務
）

第
1
5
条
　
第
２
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
事
務
に

関
す
る
事
項
及
び
庶
務
の
集
中
処
理
に
関
す
る
事
項
を
分
掌
さ
せ
る
た

め
、
会
計
管
理
者
を
部
局
の
外
に
置
く
。

２
～
４
　
略

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
３
条
　
知
事
は
、
法
第
24
4条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
人
そ

の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理

者
」
と
い
う
。
）
に
、
社
会
体
育
施
設
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ

せ
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
３
条
　
教
育
委
員
会
は
、
法
第
24
4条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下

「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
社
会
体
育
施
設
に
係
る
次
に
掲
げ
る

業
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
局
の
所
掌
事
務
）

第
７
条
　
文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
局
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
事
項
（
学
校
に
お
け
る
体
育
に
関
す
る
事
項

を
除
く
。
）

（
生
活
環
境
部
の
所
掌
事
務
）

第
９
条
　
生
活
環
境
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(７
)　
略

　
(８
)　
建
築
に
関
す
る
事
項

　
(９
)～
(1
4)
　
略

（
県
土
整
備
部
の
所
掌
事
務
）

第
12
条
　
県
土
整
備
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)
・
(２
)　
略

　
(３
)　
都
市
計
画
に
関
す
る
事
項

　
(４
)　
略

　
(５
)　
略

　
(６
)　
略

（
文
化
観
光
局
の
所
掌
事
務
）

第
７
条
　
文
化
観
光
局
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(３
)　
略

（
生
活
環
境
部
の
所
掌
事
務
）

第
９
条
　
生
活
環
境
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)～
(７
)　
略

　
(８
)　
都
市
計
画
及
び
建
築
に
関
す
る
事
項

　
(９
)～
(1
4)
　
略

（
県
土
整
備
部
の
所
掌
事
務
）

第
12
条
　
県
土
整
備
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)
・
(２
)　
略

　
(３
)　
略

　
(４
)　
略

　
(５
)　
略
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(１
)　
略

(２
)　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
体
育
施
設
の
管
理
に
関
す
る

業
務
の
う
ち
、
知
事
の
み
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
除
く
業
務

（
指
定
管
理
者
の
選
定
の
特
例
）

第
４
条
　
知
事
は
、
鳥
取
県
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手
続

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
16
年
鳥
取
県
条
例
第
67
号
）
第
６
条
第
１
項
第

１
号
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
例
第
４
条
第
１
項
及
び
第
５
条

の
規
定
に
よ
ら
ず
、
鳥
取
県
立
武
道
館
の
指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定

す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

第
５
条
　
指
定
管
理
者
が
第
３
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
同
条

に
規
定
す
る
知
事
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
４
月

１
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
日
）

か
ら
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨
げ
な

い
。

　
(１
)　
略

(２
)　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
体
育
施
設
の
管
理
に
関
す
る

業
務
の
う
ち
、
知
事
及
び
教
育
委
員
会
の
み
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を

除
く
業
務

（
指
定
管
理
者
の
選
定
の
特
例
）

第
４
条
　
教
育
委
員
会
は
、
鳥
取
県
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指

定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
16
年
鳥
取
県
条
例
第
67
号
）
第
６
条
第

１
項
第
１
号
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
例
第
４
条
第
１
項
及
び

第
５
条
の
規
定
に
よ
ら
ず
、
鳥
取
県
立
武
道
館
の
指
定
管
理
者
の
候
補
者

を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

第
５
条
　
指
定
管
理
者
が
第
３
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
同
条

に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

の
４
月
１
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当

該
日
）
か
ら
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を

妨
げ
な
い
。
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（
開
館
時
間
及
び
休
館
日
）

第
６
条
　
社
会
体
育
施
設
の
開
館
時
間
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知

事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

２
　
社
会
体
育
施
設
の
休
館
日
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承

認
を
得
て
定
め
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
７
条
　
略

２
　
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
き
、
前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
社
会
体
育
施
設
の
管
理
上
支
障

が
あ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

３
　
略

（
行
為
の
制
限
等
）

（
開
館
時
間
及
び
休
館
日
）

第
６
条
　
社
会
体
育
施
設
の
開
館
時
間
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
教

育
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

２
　
社
会
体
育
施
設
の
休
館
日
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員

会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
７
条
　
略

２
　
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
き
、
前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
社
会
体
育
施
設
の
管
理
上
支
障

が
あ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と

き
。

３
　
略

（
行
為
の
制
限
等
）

　
(１
)　
略

(２
)　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
体
育
施
設
の
管
理
に
関
す
る

業
務
の
う
ち
、
知
事
の
み
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
除
く
業
務

（
指
定
管
理
者
の
選
定
の
特
例
）

第
４
条
　
知
事
は
、
鳥
取
県
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手
続

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
16
年
鳥
取
県
条
例
第
67
号
）
第
６
条
第
１
項
第

１
号
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
例
第
４
条
第
１
項
及
び
第
５
条

の
規
定
に
よ
ら
ず
、
鳥
取
県
立
武
道
館
の
指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定

す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

第
５
条
　
指
定
管
理
者
が
第
３
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
同
条

に
規
定
す
る
知
事
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
４
月

１
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
日
）

か
ら
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨
げ
な

い
。

　
(１
)　
略

(２
)　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
体
育
施
設
の
管
理
に
関
す
る

業
務
の
う
ち
、
知
事
及
び
教
育
委
員
会
の
み
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を

除
く
業
務

（
指
定
管
理
者
の
選
定
の
特
例
）

第
４
条
　
教
育
委
員
会
は
、
鳥
取
県
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指

定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
16
年
鳥
取
県
条
例
第
67
号
）
第
６
条
第

１
項
第
１
号
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
例
第
４
条
第
１
項
及
び

第
５
条
の
規
定
に
よ
ら
ず
、
鳥
取
県
立
武
道
館
の
指
定
管
理
者
の
候
補
者

を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

第
５
条
　
指
定
管
理
者
が
第
３
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
同
条

に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

の
４
月
１
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当

該
日
）
か
ら
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を

妨
げ
な
い
。
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第
８
条
　
社
会
体
育
施
設
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

　
(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
行
為

２
　
略

（
利
用
許
可
の
取
消
し
）

第
10
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

(１
)　
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
の
規

定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

　
(２
)～
(６
)　
略

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
13
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
体
育
施
設
の
管
理
に
関

す
る
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
８
条
　
社
会
体
育
施
設
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行

為

２
　
略

（
利
用
許
可
の
取
消
し
）

第
10
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

(１
)　
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
教
育
委
員
会
規
則
又
は

こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

　
(２
)～
(６
)　
略

（
教
育
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

第
13
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
体
育
施
設
の
管
理
に
関

す
る
事
項
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。
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（
鳥
取
県
立
倉
吉
体
育
文
化
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
４
条
　
鳥
取
県
立
倉
吉
体
育
文
化
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
56
年
鳥
取
県
条
例
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
３
条
　
知
事
は
、
法
第
24
4条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
人
そ

の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理

者
」
と
い
う
。
）
に
、
体
育
文
化
会
館
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ

せ
る
も
の
と
す
る
。

　
(１
)　
略

(２
)　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
体
育
文
化
会
館
の
管
理
に
関
す
る

業
務
の
う
ち
、
知
事
の
み
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
除
く
業
務

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

第
４
条
　
指
定
管
理
者
が
前
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
同
条

に
規
定
す
る
知
事
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
４
月

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
３
条
　
教
育
委
員
会
は
、
法
第
24
4条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下

「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
体
育
文
化
会
館
に
係
る
次
に
掲
げ
る

業
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

　
(１
)　
略

(２
)　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
体
育
文
化
会
館
の
管
理
に
関
す
る

業
務
の
う
ち
、
知
事
及
び
教
育
委
員
会
の
み
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を

除
く
業
務

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

第
４
条
　
指
定
管
理
者
が
前
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
同
条
に

規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の

第
８
条
　
社
会
体
育
施
設
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

　
(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
行
為

２
　
略

（
利
用
許
可
の
取
消
し
）

第
10
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

(１
)　
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
の
規

定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

　
(２
)～
(６
)　
略

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
13
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
体
育
施
設
の
管
理
に
関

す
る
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
８
条
　
社
会
体
育
施
設
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行

為

２
　
略

（
利
用
許
可
の
取
消
し
）

第
10
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

(１
)　
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
教
育
委
員
会
規
則
又
は

こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

　
(２
)～
(６
)　
略

（
教
育
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

第
13
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
体
育
施
設
の
管
理
に
関

す
る
事
項
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。
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１
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
日
）

か
ら
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨
げ
な

い
。

（
開
館
時
間
及
び
休
館
日
）

第
５
条
　
体
育
文
化
会
館
の
開
館
時
間
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知

事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

２
　
体
育
文
化
会
館
の
休
館
日
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承

認
を
得
て
定
め
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
６
条
　
略

２
　
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
き
、
前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
体
育
文
化
会
館
の
管
理
上
支
障

が
あ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

４
月
１
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

日
）
か
ら
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨

げ
な
い
。

（
開
館
時
間
及
び
休
館
日
）

第
５
条
　
体
育
文
化
会
館
の
開
館
時
間
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
教

育
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

２
　
体
育
文
化
会
館
の
休
館
日
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員

会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
６
条
　
略

２
　
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
き
、
前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
体
育
文
化
会
館
の
管
理
上
支
障

が
あ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と

き
。
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３
　
略

（
行
為
の
制
限
等
）

第
７
条
　
体
育
文
化
会
館
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

　
(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
行
為

２
　
略

（
利
用
許
可
の
取
消
し
）

第
９
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

(１
)　
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
の
規

定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

(２
)～
(６
)　
略

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
12
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
体
育
文
化
会
館
の
管
理
に
関

す
る
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

３
　
略

（
行
為
の
制
限
等
）

第
７
条
　
体
育
文
化
会
館
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行

為

２
　
略

（
利
用
許
可
の
取
消
し
）

第
９
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

(１
)　
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
教
育
委
員
会
規
則
又
は

こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

(２
)～
(６
)　
略

（
教
育
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

第
12
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
体
育
文
化
会
館
の
管
理
に
関

す
る
事
項
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

１
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
日
）

か
ら
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨
げ
な

い
。

（
開
館
時
間
及
び
休
館
日
）

第
５
条
　
体
育
文
化
会
館
の
開
館
時
間
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知

事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

２
　
体
育
文
化
会
館
の
休
館
日
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承

認
を
得
て
定
め
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
６
条
　
略

２
　
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
き
、
前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
体
育
文
化
会
館
の
管
理
上
支
障

が
あ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

４
月
１
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

日
）
か
ら
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨

げ
な
い
。

（
開
館
時
間
及
び
休
館
日
）

第
５
条
　
体
育
文
化
会
館
の
開
館
時
間
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
教

育
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

２
　
体
育
文
化
会
館
の
休
館
日
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員

会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
６
条
　
略

２
　
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
き
、
前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
体
育
文
化
会
館
の
管
理
上
支
障

が
あ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と

き
。
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（
鳥
取
県
立
産
業
体
育
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
５
条
　
鳥
取
県
立
産
業
体
育
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
９
年
鳥
取
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
３
条
　
知
事
は
、
法
第
24
4条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
人
そ

の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理

者
」
と
い
う
。
）
に
、
産
業
体
育
館
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ

る
も
の
と
す
る
。

(１
)　
略

(２
)　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
産
業
体
育
館
の
管
理
に
関
す
る
業

務
の
う
ち
、
知
事
の
み
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
除
く
業
務

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
３
条
　
教
育
委
員
会
は
、
法
第
24
4条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下

「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
産
業
体
育
館
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業

務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

(１
)　
略

(２
)　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
産
業
体
育
館
の
管
理
に
関
す
る
業

務
の
う
ち
、
知
事
及
び
教
育
委
員
会
の
み
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
除

く
業
務

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）
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第
４
条
　
指
定
管
理
者
が
前
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
同
条
に

　
規
定
す
る
知
事
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
４
月
１

　
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
日
）
か

　
ら
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨
げ
な
い
。

（
開
館
時
間
及
び
休
館
日
）

第
５
条
　
産
業
体
育
館
の
開
館
時
間
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事

の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

２
　
産
業
体
育
館
の
休
館
日
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認

を
得
て
定
め
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
６
条
　
略

２
　
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
き
、
前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
産
業
体
育
館
の
管
理
上
支
障
が

第
４
条
　
指
定
管
理
者
が
前
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
同
条
に

規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の

４
月
１
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

日
）
か
ら
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨

げ
な
い
。

（
開
館
時
間
及
び
休
館
日
）

第
５
条
　
産
業
体
育
館
の
開
館
時
間
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
教
育

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

２
　
産
業
体
育
館
の
休
館
日
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会

の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
６
条
　
略

２
　
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
き
、
前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
産
業
体
育
館
の
管
理
上
支
障
が

（
鳥
取
県
立
産
業
体
育
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
５
条
　
鳥
取
県
立
産
業
体
育
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
９
年
鳥
取
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
３
条
　
知
事
は
、
法
第
24
4条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
人
そ

の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理

者
」
と
い
う
。
）
に
、
産
業
体
育
館
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ

る
も
の
と
す
る
。

(１
)　
略

(２
)　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
産
業
体
育
館
の
管
理
に
関
す
る
業

務
の
う
ち
、
知
事
の
み
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
除
く
業
務

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
３
条
　
教
育
委
員
会
は
、
法
第
24
4条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下

「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
産
業
体
育
館
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業

務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

(１
)　
略

(２
)　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
産
業
体
育
館
の
管
理
に
関
す
る
業

務
の
う
ち
、
知
事
及
び
教
育
委
員
会
の
み
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
除

く
業
務

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）
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あ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

３
　
略

（
行
為
の
制
限
等
）

第
７
条
　
産
業
体
育
館
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
行
為

２
　
略

（
利
用
許
可
の
取
消
し
）

第
９
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

(１
)　
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
に
基

づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

(２
)～
(６
)　
略

（
規
則
へ
の
委
任
）

あ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と

き
。

３
　
略

（
行
為
の
制
限
等
）

第
７
条
　
産
業
体
育
館
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行

為

２
　
略

（
利
用
許
可
の
取
消
し
）

第
９
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

(１
)　
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
教
育
委
員
会
規
則
又
は

こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

(２
)～
(６
)　
略

（
教
育
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）
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（
鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
６
条
　
鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年
鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
組
織
）

第
３
条
　
略

２
　
委
員
は
、
学
校
体
育
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
、
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
、
競
技

ス
ポ
ー
ツ
そ
の
他
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か

ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

（
臨
時
委
員
）

第
５
条
　
略

２
　
臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う

第
12
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
産
業
体
育
館
の
管
理
に
関
す

る
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
組
織
）

第
３
条
　
略

２
　
委
員
は
、
学
校
体
育
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
、
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
、
競
技

ス
ポ
ー
ツ
そ
の
他
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か

ら
、
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。

（
臨
時
委
員
）

第
５
条
　
略

２
　
臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う

第
12
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
産
業
体
育
館
の
管
理
に
関
す

る
事
項
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

あ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

３
　
略

（
行
為
の
制
限
等
）

第
７
条
　
産
業
体
育
館
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
行
為

２
　
略

（
利
用
許
可
の
取
消
し
）

第
９
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

(１
)　
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
に
基

づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

(２
)～
(６
)　
略

（
規
則
へ
の
委
任
）

あ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と

き
。

３
　
略

（
行
為
の
制
限
等
）

第
７
条
　
産
業
体
育
館
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(１
)～
(３
)　
略

(４
)　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行

為

２
　
略

（
利
用
許
可
の
取
消
し
）

第
９
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

(１
)　
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
教
育
委
員
会
規
則
又
は

こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

(２
)～
(６
)　
略

（
教
育
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）



44

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
31
年
法
律
第
16
2号
）
第
24
条
の
２
第

１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
教
育
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
移
管
事
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
鳥
取
県
教
育
委
員
会
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
は
、
知
事
が
し
た
処

分
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３
　
施
行
日
前
に
移
管
事
務
に
関
し
て
鳥
取
県
教
育
委
員
会
に
対
し
て
行
わ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
施
行
日
ま
で
に
処
分
そ
の
他
の
行
為
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
知
事
に
対
し
て
申
請
そ
の
他
の
行
為
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
知
事
が
処
分
そ
の
他
の
行
為
を
行
う
。

ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

３
　
略

（
庶
務
）

第
８
条
　
審
議
会
の
庶
務
は
、
文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
局
に
お
い
て
処
理
す

る
。

ち
か
ら
、
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。

３
　
略

（
庶
務
）

第
８
条
　
審
議
会
の
庶
務
は
、
鳥
取
県
教
育
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
処
理

す
る
。
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（
鳥
取
県
間
伐
材
搬
出
等
事
業
助
成
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
間
伐
材
搬
出
等
事
業
助
成
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
鳥
取
県
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
交
付
金
条
例
の
一
部
改
正
）

５
　
鳥
取
県
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
交
付
金
条
例
（
平
成
17
年
鳥
取
県
条
例
第
66
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
雑
則
）

第
５
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

（
雑
則
）

第
５
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
)第
15
3

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
が
委
任
さ
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
鳥
取
県
行
政
組
織
条
例
（
平

成
６
年
鳥
取
県
条
例
第
５
号
）
第
14
条
第
２
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部

長
）
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
31
年
法
律
第
16
2号
）
第
24
条
の
２
第

１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
教
育
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
移
管
事
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
鳥
取
県
教
育
委
員
会
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
は
、
知
事
が
し
た
処

分
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３
　
施
行
日
前
に
移
管
事
務
に
関
し
て
鳥
取
県
教
育
委
員
会
に
対
し
て
行
わ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
施
行
日
ま
で
に
処
分
そ
の
他
の
行
為
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
知
事
に
対
し
て
申
請
そ
の
他
の
行
為
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
知
事
が
処
分
そ
の
他
の
行
為
を
行
う
。

ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

３
　
略

（
庶
務
）

第
８
条
　
審
議
会
の
庶
務
は
、
文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
局
に
お
い
て
処
理
す

る
。

ち
か
ら
、
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。

３
　
略

（
庶
務
）

第
８
条
　
審
議
会
の
庶
務
は
、
鳥
取
県
教
育
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
処
理

す
る
。
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改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
38
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

６
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
38
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に
関
す
る
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第

62
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
調
整
交
付
金
の
種
類
）

第
３
条
　
略

２
　
普
通
調
整
交
付
金
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
市
町
村
間
に
お
け
る
格
差

を
勘
案
し
て
、
各
市
町
村
に
対
し
、
知
事
が
調
整
交
付
金
交
付
要
綱
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
交
付
す
る
。

　
(１
)・
(２
)　
略

３
～
６
　
略

（
調
整
交
付
金
の
種
類
）

第
３
条
　
略

２
　
普
通
調
整
交
付
金
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
市
町
村
間
に
お
け
る
格
差

を
勘
案
し
て
、
各
市
町
村
に
対
し
、
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法

律
第
67
号
）
第
15
3条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事

務
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
鳥
取
県

行
政
組
織
条
例
（
平
成
６
年
鳥
取
県
条
例
第
５
号
）
第
14
条
第
２
項
に
規

定
す
る
福
祉
保
健
部
長
。
以
下
同
じ
。
）
が
調
整
交
付
金
交
付
要
綱
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
交
付
す
る
。

　
(１
)・
(２
)　
略

３
～
６
　
略
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改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
報
告
）

第
２
条
　
法
第
38
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、

同
項
に
規
定
す
る
当
該
精
神
科
病
院
に
入
院
中
の
任
意
入
院
者
の
症
状
そ

の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
精
神
科
病
院
の
所

在
地
を
所
管
す
る
保
健
所
長
を
経
由
し
て
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
報
告
）

第
２
条
　
法
第
38
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、

同
項
に
規
定
す
る
当
該
精
神
科
病
院
に
入
院
中
の
任
意
入
院
者
の
症
状
そ

の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
精
神
科
病
院
の
所

在
地
を
所
管
す
る
保
健
所
長
を
経
由
し
て
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
22

年
法
律
第
67
号
）
第
15
3条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
権
限
に
属
す

る
事
務
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
鳥

取
県
行
政
組
織
条
例
（
平
成
６
年
鳥
取
県
条
例
第
５
号
）
第
14
条
第
２
項

に
規
定
す
る
福
祉
保
健
部
長
。
以
下
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
38
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

６
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
38
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に
関
す
る
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第

62
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
調
整
交
付
金
の
種
類
）

第
３
条
　
略

２
　
普
通
調
整
交
付
金
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
市
町
村
間
に
お
け
る
格
差

を
勘
案
し
て
、
各
市
町
村
に
対
し
、
知
事
が
調
整
交
付
金
交
付
要
綱
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
交
付
す
る
。

　
(１
)・
(２
)　
略

３
～
６
　
略

（
調
整
交
付
金
の
種
類
）

第
３
条
　
略

２
　
普
通
調
整
交
付
金
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
市
町
村
間
に
お
け
る
格
差

を
勘
案
し
て
、
各
市
町
村
に
対
し
、
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法

律
第
67
号
）
第
15
3条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事

務
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
鳥
取
県

行
政
組
織
条
例
（
平
成
６
年
鳥
取
県
条
例
第
５
号
）
第
14
条
第
２
項
に
規

定
す
る
福
祉
保
健
部
長
。
以
下
同
じ
。
）
が
調
整
交
付
金
交
付
要
綱
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
交
付
す
る
。

　
(１
)・
(２
)　
略

３
～
６
　
略


